
小松市立安宅小学校外５校水泳授業支援業務仕様書 

 

１．目的 

 本契約は、小松市立小学校の体育科の授業における水泳指導等を委託することにより、屋

内プール施設使用による天候に左右されない授業の実施、専門の指導員による効果的で安

全な水泳指導に資することを目的として本業務を委託するもの。 

 

２．対象校                      （児童数は令和 7年 5月時点） 

学校名 所在地 児童数 

小松市立安宅小学校 小松市安宅町安宅林 5 249 

小松市立苗代小学校 小松市北浅井町ヌ 16-1 523 

小松市立今江小学校 小松市今江町 6丁目 167 327 

小松市立那谷小学校 小松市那谷町ユ 54-1 25 

小松市立中海小学校 小松市中海町山林ニ 8-1 93 

小松市立東陵小学校 小松市西軽海町 1丁目 41 108 

 

３．履行場所 

協議の上決定する。 

 

４．履行期間 

 契約締結日から令和７年１２月３１日まで 

 契約締結後、上記期間における指導日時、学校・学年の割り振り等について、速やかに小

松市及び当該校と協議の上決定すること。 

 

５．実施期間 

学習指導要領に基づき教員が実施する水泳授業を、屋内プール施設で民間の指導員と共に

実施するもの。 

・実施期間は、契約の日から２学期終了までの間とする。 

 事情により上記期間での実施が不可能となった場合は、双方協議の上、年度内に終了する

ように実施すること。 

 

６．実施内容 

水泳授業の実施回数は、１単位時間あたり 45分とし、下記のとおりとする。 

・通常学級：1学級につき６単位時間（２単位時間を１コマとし３回実施） 

 ※支援学級については、協議の上決定する。 

・1回の授業における人員は、指導員：概ね児童 10人あたり 1人以上配置すること。また、



監視を行う者を常時 1人以上配置すること。 

・移動時間、更衣時間を除いた授業時間を 60分程度確保すること。 

・当該校と受託者は、１回毎に水泳指導実施後に指導日誌（様式は任意）を作成し、指導に

当たった教職員・指導員・監視員、指導内容、特記事項等を記録すること。 

 

７．実施施設 

・当該校からの移動時間が概ね 15分以内の施設で、25ｍの屋内温水プールを備えた施設を

使用すること。深さは学年や泳力の状況によって変更可能な措置ができること。 

・衛生的な水質維持に努め、学校衛生基準に準じた水質検査を実施し、基準を満たしている

こと。 

・男女別の更衣室、トイレ、衛生確保のためのシャワー施設を備えていること。 

・施設内の気温及び水温は熱中症対策等、児童の健康に配慮し、安全な授業の実施のため適

正な温度を保ち、適宜調整が可能であること。 

・施設の営業時間内での水泳授業の実施に際しては、一般利用者とコースを区切って指導場

所を確保すること。 

・１コースあたりの指導児童数は 15人程度とする。 

・体調不良や怪我等の児童を休ませる場所を確保すること。 

・緊急時にすぐに使用可能な場所にＡＥＤを設置すること。 

・その他、施設を安全に利用し、円滑な水泳指導を行うための管理体制を整えること。 

 

８．移動 

・児童及び教員の移動手段の確保については、小松市が行う。 

・受託者は、施設において児童及び教員が安全に乗り降りできる場所を確保すること。 

 

９．指導について 

・指導内容は、「小学校学習指導要領（平成 29年告示）開設 体育編」及び当該校の年間指

導計画に基づき、当該校と受託者で協議の上、決定すること。 

・受託者は、学習指導要領に基づいた評価項目を当該校と確認し、教員の評価の支援を行う

こと。 

・指導員は、学校教育活動の一環であることを十分に理解し、児童の技能の実態に合わせて

きめ細かな指導を行うこと。また、様々な配慮が必要な児童への対応について、当該校と

協議の上、適切に行うこと。 

・指導にあたっては、安全を最優先とし、事故防止に細心の注意を払うこと。万が一事故が

発生した場合には、当該校と協力し、迅速に事態の収拾を図ること。 

 

 



１０．その他 

・受託者は、本業務終了後、速やかに業務完了報告書を作成し、小松市に提出すること。 

・指導に必要な備品については、受注者が事前に準備すること。 

・水泳指導中に発生した事故については、小松市の責任とする。なお、以下の場合は、受託

者の責任とする。 

ア 水泳授業中に、受託者の重過失や故意の過失から児童に対し事故が発生した場合。 

イ 施設・設備の瑕疵等により事故が発生した場合。 

・必要に応じて保険等に加入すること。 

・小松市または当該校がホームページや広報等掲載のために施設内での写真撮影を許諾す

ること。 

・保護者の見学が可能であること。 

・受託者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに第三者に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約

が解除された後においても、同様とする。 

・その他、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、小松市と受託者の

双方で協議の上、決定するものとする。 

 


